
３【投資主・投資法人債権者の権利】

(1) 投資主の権利 

① 投資主総会における議決権 

 投信法又は規約により定められる一定の事項は、投資主により構成される投資主総会で決議されます(投信

法第89条)。投資主は投資口1口につき1個の議決権を有します(投信法第77条第2項第3号、第94条第1項、会社

法第308条第1項本文)。投資主総会においては、原則として発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が

出席し、出席した当該投資主の議決権の過半数をもって決議されますが(投信法第93条の2第1項、規約第11条

第1項)、規約の変更(投信法第140条)その他一定の重要事項に関しては、発行済投資口の過半数の投資口を有

する投資主が出席し、出席した投資主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって、決議されなければなり

ません(投信法第93条の2第2項)。 

 直前の決算期から3ヶ月以内に投資主総会の日とする投資主総会を開催する場合、本投資法人は、当該決算

期の最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主をもって当該投資主総会において権利を行使すべき投資

主とします(投信法第77条の3第2項、規約第15条第1項)。但し、本投資法人は、必要があるときは、役員会の

決議を経て法令に従い予め公告して定める基準日における最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主を

もって投資主総会において権利を行使すべき投資主とすることができます(規約第15条第2項)。 

 投資主は、投資主総会に出席する代わりに書面によって議決権を行使することも可能です(投信法第90条の

2第2項、第92条第1項)。また、投資主は、本投資法人の承諾を得て、電磁的方法により議決権を行使するこ

とができます(投信法第92条の2第1項)。さらに、投資主は、代理人により議決権を行使することができま

す。但し、投資主が代理人をもって議決権を行使しようとするときは、その代理人は本投資法人の議決権を

有する他の投資主1名に限られます(規約第11条第2項)。また、投資主又は代理人は、投資主総会毎にその代

理権を証する書面を本投資法人に提出しなければなりません(投信法第94条第1項、会社法第310条第1項及び

第2項、規約第11条第3項)。これらの方法にかかわらず、投資主が投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行

使しないときは、当該投資主は、その投資主総会に提出された議案(複数の議案が提出された場合において、

これらのうちに相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれをも除きます。)について賛成したもの

とみなされます(投信法第93条第1項、規約第14条第1項)。 

 

② その他の共益権 

(ア) 代表訴訟提起権(投信法第204条、第116条、第119条、会社法第847条第1項) 

 6ヶ月前から引続き投資口を有する投資主は、本投資法人に対して書面その他の投信法施行規則で定

める方法により、資産運用会社、執行役員、監督役員若しくは会計監査人又は一般事務受託者の責任を

追及する訴えの提起を請求することができ、本投資法人が請求の日から60日以内に訴えを提起しないと

きは、本投資法人のために自ら訴えを提起することができます。 

 

 (イ) 投資主総会決議取消権等(投信法第94条第2項、会社法第830条、第831条) 

 投資主は、投資主総会につき、①招集の手続又は決議の方法が法令若しくは規約に違反し又は著しく

不公正なとき、②決議の内容が規約に違反するとき、又は③決議につき特別の利害関係を有する者が議

決権を行使したことによって著しく不当な決議がなされたときには、当該決議の日から3ヶ月以内に、

訴えをもって投資主総会の決議の取消しを請求することができます。また、投資主総会の決議が存在し

ない場合又は決議の内容が法令に違反する場合には、それぞれ投資主総会の決議の不存在又は無効を確

認する訴えを提起することができます。 

 

(ウ) 執行役員等の違法行為差止請求権(投信法第109条第5項、第153条の3第2項、会社法第360条第1項) 

 執行役員が本投資法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは規約に違反する行為をし、又はこれ

らの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって本投資法人に回復することができない損

害が発生するおそれがあるときは、6ヶ月前から引続き投資口を有する投資主は、執行役員に対してそ

の行為をやめることを請求することができます。本投資法人が清算手続に入った場合には清算執行人に

対しても同様です。 

 

(エ) 新投資口発行差止請求権(投信法第84条第1項、会社法第210条) 

 投資主は、投資口の発行が法令又は規約に違反する場合、投資口の発行が著しく不公正な方法により

行われる場合において、投資主が不利益を受けるおそれがあるときは、本投資法人に対し、募集に係る

投資口の発行をやめることを請求することができます。 
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